
平成 26 年度 横浜市滝頭コミュニティハウス 事業計画書 

１ 指定管理者 

 

2 協会の基本方針 

  当協会は、区民利用施設の管理運営事業及び地域の自主的な活動の支援を通じて、地

域コミュニティの醸成や地域連携の促進を図り、地域社会の健全な発展に寄与するため

に設立されました。 

  当協会は、滝頭コミュニティハウスの第３期指定管理者として、 

（１）地域や利用者のニーズに合った管理運営 
（２）区民活動をサポートし、地域社会に貢献 
（３）区内 11 施設のネットワークによる効果的な事業展開ある管理運営 
（４）充実したサービスの提供と安定性・信頼性のある管理運営                

（５）情報の公開と個人情報の保護 
  などの方針のもと、ホスピタリティマインドを大切にし、地域・区民にとって｢誰も

が気楽に楽しく利用できる施設｣となり、ご利用いただく皆様の｢満足｣｢安全｣｢公平｣｢快

適｣が実現できるよう、一層の努力をいたします。 
  また、施設の維持管理については、全体的に施設の老朽化が進む中、利用者の皆様に 
 安全で快適な施設を提供し続けるため、きめ細かな日常点検を行い、大事に至る前に小

破修繕を行うことにより、コストの節減や不具合防止に努めてまいります。 
 

３ 施設運営体制 

開館時間 午前 9 時～午後 9 時 日・祝日 午前 9 時～午後５時 開館日数 347 

休館日 毎月 第４月曜日  12 月 29 日～1 月 3 日 

人員体制 常勤 館長１ 副館長２ 
コミュニティスタッフ（時間給 午前２名、午後２名 夜間２名）． 

勤務体制 

常勤職員 時間給職員  

早  番 
遅  番 
日・祝日 

8:45～16:45 
13:15～21:15 
8:45～17:15 

午  前 
午  後 
夜  間 

8:45～13:00 
12:45～17:00 

 16:45～21:00 

 

法 人 名 一般社団法人磯子区区民利用施設協会 

所 在 地 横浜市磯子区磯子３－１－４１ 

設立年月日 平成 24 年 10 月３日 

指 定 期 間 平成 26 年４月 1 日～平成 31 年３月 31 日 



４ 利用者ニーズにあった管理・運営の推進 

滝頭コミュニティハウスは、青少年図書館から転換した施設で、施設規模としては地区

センターと学校施設活用型コミュニティハウスとの中間的な規模となっております。青少

年図書館であったことから、蔵書数が約 22,000 冊と地区センターの 2 倍に近く、また住
宅地の中に立地しており、利用者はほとんどが近隣の方々で、小学生を中心とした子ども

や女性利用者が多い状況となっております。

 このような特徴から、蔵書の充実、子どもや女性向けの趣味の講座に対するニーズがあ

り、これらに適切に対応するとともに、地域の皆様や団体等と連携を深め、区民の地域活

動や交流の拠点施設として利用いただくよう努めてまいります。

さらに、利用者アンケートなどから利用者・地域ニーズを把握し、積極的に自主事業や

施設運営に反映します。

５ ２６年度自主事業計画について 

 自主事業につきましては、上記ニーズに的確に対応するとともに、区政運営方針でも

ある「人づくり」「つながりづくり」を目指し、地域活動や地域連携を推進するため、 

（１）食の大切さを学ぶ、親子のふれあいの場を提供するなどを目指し、小学生向けの「わ

んぱく食育講座」や「親子木工教室」などの講座を企画・実施 

（２）中高年の仲間作りや健康維持などのための「ハイキング」や地域の財産を活かした

「磯子さんぽ」、女性向けの「趣味の講座」などを企画・実施 

（３）蔵書を活用した「おはなし会」「わんぱく映画会」「楽しい人形劇」「横綱チュチュ

公演」などを企画・実施 

（４）地区の青少年指導員・スポーツ推進委員・子供会などとの共催や地域の人材を講師

として活用する教室などを企画・実施 

（５）近隣商店と連携した「お酒に合うおつまみ講座」・「美味しい日本茶と和菓子」など

を企画・実施 

（６）地域防災を学ぶため「防災まち歩き」（ハザードマップを歩く）を企画・実施 

などにより、地域活動や地域連携を推進する取組みを進めてまいります。 

  また、従来から近隣の小学校に「利用案内」などを配付しておりますが、さらに 

  広報活動に力を入れ、より多くの方々の参加を促します。 

６ 地域、関係諸機関等との協力 

  コミュニティハウスは、地域コミュニティ醸成の中核施設であり、地域や地域の方々と

の連携を深める場であると考えております。

そこで滝頭コミュニティハウスでは、

（１）地元地区連合会や地域の諸団体の定例会等の開催

（２）近隣の小中学校の総合学習の場として提供

（３）青少年指導員・スポーツ推進委員・子供会や地域の人材を活用した自主講座の実施

（４）区主催の磯子まつりや区内区民利用諸施設と連携したスタンプラリーへの参加

  などを通じ、地域や関係団体等と連携を深めてまいります。



７ 防災の取り組み

（１）現 状

① ３・１１の震災を機に、他地区センターのマニュアルも参考にして、「震災対応マニ

ュアル」を見直すと共に、利用者参加で防災訓練を実施しています。

② スタッフ研修の中においても、磯子消防署の協力を得て、震災・火災発生時の対応

訓練を実施しています。

（２）今後の対応

① 施設内・敷地・近隣等の危険個所の点検・整備を実施するとともに、地域防災拠点・

地域医療救護拠点・広域避難場所の経路確認及びこれらの館内掲示を行っており、

今後共災害の事前準備に備えてまいります。

② 地震規模による避難レベルを明確にするとともに、津波を想定した訓練も実施しま

す。

③ 災害時においては、市・区の要請に応じた協力体制を構築するとともに、状況に応

じた対応に努めます。

８ 委員会等の開催予定

「運営委員会」

  ・第 1回  5月中旬  25年度事業概要・利用状況・決算 報告
      26年度自主事業計画・予算 報告

  ・第 2回  11月中旬  26年度事業概要・利用状況・自主事業実施状況 報告

 「利用者会議」 

10月上旬  25年度事業・26年度事業計画 報告・意見交換
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